
（別紙２） 

新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 
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１．プロポリス原塊 

 

 本品は、みつばちによって生産される天然樹脂の混合物であ

る。本品は、黄色から暗褐色の粘着性のある固体の樹脂様の物質

で、重量比で約 50％の樹脂、30％のろう及び脂肪酸、10％の精油、

５％の花粉、５％の他の有機物及びミネラル類から成る。本品は、

通常、人の食用に供する前に更なる調製が行われる。 

通則１を適用 

 

 

 

 

８．プラスチック製の衣類用ハンガー 

 

本品は、衣類をかけるために家庭及び商用で使用されるもので

ある。 

通則１及び６を適用 
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新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

3924.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4418.91 

 

 

 

９．プラスチック製の衣類用ハンガー 

 

本品は、靴下、下着、ブラジャーその他一般的に家庭ではハン

ガーにかけない商品の小売陳列に使用される種類のものである。 

通則１及び６を適用 

 

 

 

 

１．セルラーバンブーパネル 

 

通則１、３（ａ）及び６を適用 
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